
（
国
等
に
対
し
て
財
産
を
寄
附
し
た
場
合
の
譲
渡
所
得
等
の
非
課
税
）

（
国
等
に
対
し
て
財
産
を
寄
附
し
た
場
合
の
譲
渡
所
得
等
の
非
課
税
）

第
四
十
条

省

略

第
四
十
条

同

上

２
～
５

省

略

２
～
５

同

上

６

第
一
項
後
段
の
規
定
の
適
用
を
受
け
て
行
わ
れ
た
贈
与
又
は
遺
贈
（
以
下
こ
の
項
か
ら
第
十

６

第
一
項
後
段
の
規
定
の
適
用
を
受
け
て
行
わ
れ
た
贈
与
又
は
遺
贈
（
以
下
こ
の
項
か
ら
第
九

項
ま
で
に
お
い
て
「
特
定
贈
与
等
」
と
い
う
。
）
を
受
け
た
公
益
法
人
等
が
、
合
併
に
よ
り
当

項
ま
で
に
お
い
て
「
特
定
贈
与
等
」
と
い
う
。
）
を
受
け
た
公
益
法
人
等
が
、
合
併
に
よ
り
当

該
公
益
法
人
等
に
係
る
第
三
項
に
規
定
す
る
財
産
等
を
合
併
後
存
続
す
る
法
人
又
は
合
併
に
よ

該
公
益
法
人
等
に
係
る
第
三
項
に
規
定
す
る
財
産
等
を
合
併
後
存
続
す
る
法
人
又
は
合
併
に
よ

り
設
立
す
る
法
人
（
公
益
法
人
等
に
該
当
す
る
も
の
に
限
る
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
公
益

り
設
立
す
る
法
人
（
公
益
法
人
等
に
該
当
す
る
も
の
に
限
る
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
公
益

合
併
法
人
」
と
い
う
。
）
に
移
転
し
よ
う
と
す
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該
合
併
の
日
の
前
日
ま

合
併
法
人
」
と
い
う
。
）
に
移
転
し
よ
う
と
す
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該
合
併
の
日
の
前
日
ま

で
に
、
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
合
併
の
日
そ
の
他
の
財
務
省
令
で
定
め
る
事
項

で
に
、
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
合
併
の
日
そ
の
他
の
財
務
省
令
で
定
め
る
事
項

を
記
載
し
た
書
類
を
、
納
税
地
の
所
轄
税
務
署
長
を
経
由
し
て
国
税
庁
長
官
に
提
出
し
た
と
き

を
記
載
し
た
書
類
を
、
納
税
地
の
所
轄
税
務
署
長
を
経
由
し
て
国
税
庁
長
官
に
提
出
し
た
と
き

は
、
当
該
合
併
の
日
以
後
は
、
当
該
公
益
合
併
法
人
は
当
該
特
定
贈
与
等
に
係
る
公
益
法
人
等

は
、
当
該
合
併
の
日
以
後
は
、
当
該
公
益
合
併
法
人
は
当
該
特
定
贈
与
等
に
係
る
公
益
法
人
等

と
、
当
該
公
益
合
併
法
人
が
そ
の
移
転
を
受
け
た
資
産
は
当
該
特
定
贈
与
等
に
係
る
財
産
と
、

と
、
当
該
公
益
合
併
法
人
が
そ
の
移
転
を
受
け
た
資
産
は
当
該
特
定
贈
与
等
に
係
る
財
産
と
、

そ
れ
ぞ
れ
み
な
し
て
、
こ
の
条
の
規
定
を
適
用
す
る
。

そ
れ
ぞ
れ
み
な
し
て
、
こ
の
条
の
規
定
を
適
用
す
る
。

７

省

略

７

同

上

８

特
定
贈
与
等
を
受
け
た
公
益
法
人
等
で
公
益
社
団
法
人
及
び
公
益
財
団
法
人
の
認
定
等
に
関

８

特
定
贈
与
等
を
受
け
た
公
益
法
人
等
で
公
益
社
団
法
人
及
び
公
益
財
団
法
人
の
認
定
等
に
関

す
る
法
律
（
平
成
十
八
年
法
律
第
四
十
九
号
。
以
下
こ
の
項
及
び
第
十
二
項
に
お
い
て
「
公
益

す
る
法
律
（
平
成
十
八
年
法
律
第
四
十
九
号
。
以
下
こ
の
項
及
び
第
十
一
項
に
お
い
て
「
公
益

認
定
法
」
と
い
う
。
）
第
二
十
九
条
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
公
益
認
定
法
第
五
条

認
定
法
」
と
い
う
。
）
第
二
十
九
条
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
公
益
認
定
法
第
五
条

に
規
定
す
る
公
益
認
定
の
取
消
し
の
処
分
（
当
該
取
消
し
の
処
分
に
係
る
事
由
に
よ
り
第
一
項

に
規
定
す
る
公
益
認
定
の
取
消
し
の
処
分
（
当
該
取
消
し
の
処
分
に
係
る
事
由
に
よ
り
第
一
項

後
段
の
承
認
を
取
り
消
す
こ
と
が
で
き
る
場
合
の
当
該
処
分
を
除
く
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て

後
段
の
承
認
を
取
り
消
す
こ
と
が
で
き
る
場
合
の
当
該
処
分
を
除
く
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て

「
特
定
処
分
」
と
い
う
。
）
を
受
け
た
も
の
（
当
該
特
定
処
分
後
に
お
い
て
、
第
一
項
に
規
定

「
特
定
処
分
」
と
い
う
。
）
を
受
け
た
も
の
（
当
該
特
定
処
分
後
に
お
い
て
、
第
一
項
に
規
定

す
る
特
定
一
般
法
人
に
該
当
す
る
も
の
に
限
る
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
当
初
法
人
」
と
い

す
る
特
定
一
般
法
人
に
該
当
す
る
も
の
に
限
る
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
当
初
法
人
」
と
い

う
。
）
が
、
同
条
第
十
七
号
に
規
定
す
る
定
款
の
定
め
に
従
い
、
そ
の
有
す
る
公
益
認
定
法
第

う
。
）
が
、
同
条
第
十
七
号
に
規
定
す
る
定
款
の
定
め
に
従
い
、
そ
の
有
す
る
公
益
認
定
法
第

三
十
条
第
二
項
に
規
定
す
る
公
益
目
的
取
得
財
産
残
額
に
相
当
す
る
額
の
財
産
（
以
下
こ
の
項

三
十
条
第
二
項
に
規
定
す
る
公
益
目
的
取
得
財
産
残
額
に
相
当
す
る
額
の
財
産
（
以
下
こ
の
項

に
お
い
て
「
引
継
財
産
」
と
い
う
。
）
を
他
の
公
益
法
人
等
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
引
継

に
お
い
て
「
引
継
財
産
」
と
い
う
。
）
を
他
の
公
益
法
人
等
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
引
継

法
人
」
と
い
う
。
）
に
贈
与
し
よ
う
と
す
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該
贈
与
の
日
の
前
日
ま
で
に

法
人
」
と
い
う
。
）
に
贈
与
し
よ
う
と
す
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該
贈
与
の
日
の
前
日
ま
で
に

、
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
贈
与
の
日
そ
の
他
の
財
務
省
令
で
定
め
る
事
項
を
記

、
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
贈
与
の
日
そ
の
他
の
財
務
省
令
で
定
め
る
事
項
を
記

載
し
た
書
類
を
、
納
税
地
の
所
轄
税
務
署
長
を
経
由
し
て
国
税
庁
長
官
に
提
出
し
た
と
き
は
、

載
し
た
書
類
を
、
納
税
地
の
所
轄
税
務
署
長
を
経
由
し
て
国
税
庁
長
官
に
提
出
し
た
と
き
は
、

当
該
贈
与
の
日
以
後
は
、
当
該
引
継
法
人
は
当
該
特
定
贈
与
等
に
係
る
公
益
法
人
等
と
、
当
該

当
該
贈
与
の
日
以
後
は
、
当
該
引
継
法
人
は
当
該
特
定
贈
与
等
に
係
る
公
益
法
人
等
と
、
当
該

引
継
法
人
が
当
該
贈
与
を
受
け
た
公
益
引
継
資
産
（
当
該
引
継
財
産
の
う
ち
、
当
該
特
定
処
分

引
継
法
人
が
当
該
贈
与
を
受
け
た
公
益
引
継
資
産
（
当
該
引
継
財
産
の
う
ち
、
当
該
特
定
処
分

を
受
け
た
公
益
法
人
等
に
係
る
第
三
項
に
規
定
す
る
財
産
等
に
相
当
す
る
も
の
と
し
て
政
令
で

を
受
け
た
公
益
法
人
等
に
係
る
第
三
項
に
規
定
す
る
財
産
等
に
相
当
す
る
も
の
と
し
て
政
令
で

定
め
る
部
分
を
い
う
。
）
は
当
該
特
定
贈
与
等
に
係
る
財
産
と
、
そ
れ
ぞ
れ
み
な
し
て
、
こ
の

定
め
る
部
分
を
い
う
。
）
は
当
該
特
定
贈
与
等
に
係
る
財
産
と
、
そ
れ
ぞ
れ
み
な
し
て
、
こ
の

条
の
規
定
を
適
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
贈
与
の
日
以
後
は
、
当
該
当
初
法
人
に

条
の
規
定
を
適
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
贈
与
の
日
以
後
は
、
当
該
当
初
法
人
に

つ
い
て
は
、
第
三
項
の
規
定
は
、
適
用
し
な
い
。

つ
い
て
は
、
第
三
項
の
規
定
は
、
適
用
し
な
い
。
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10

特
定
贈
与
等
を
受
け
た
公
益
法
人
等
（
幼
稚
園
（
就
学
前
の
子
ど
も
に
関
す
る
教
育
、
保
育

等
の
総
合
的
な
提
供
の
推
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
八
年
法
律
第
七
十
七
号
）
第
二
条
第
二

項
に
規
定
す
る
幼
稚
園
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
又
は
保
育
所
等
（
同
条
第

五
項
に
規
定
す
る
保
育
所
等
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
設
置
す
る
者
で
政

令
で
定
め
る
要
件
を
満
た
す
も
の
に
限
る
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
譲
渡
法
人
」
と
い
う
。

）
が
、
当
該
譲
渡
法
人
に
係
る
第
三
項
に
規
定
す
る
財
産
等
（
当
該
幼
稚
園
又
は
保
育
所
等
に

係
る
事
業
の
用
に
直
接
供
さ
れ
て
い
る
も
の
に
限
る
。
）
を
他
の
公
益
法
人
等
（
同
条
第
七
項

に
規
定
す
る
幼
保
連
携
型
認
定
こ
ど
も
園
、
幼
稚
園
又
は
保
育
所
等
を
設
置
し
よ
う
と
す
る
者

で
政
令
で
定
め
る
要
件
を
満
た
す
も
の
に
限
る
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
譲
受
法
人
」
と
い

う
。
）
に
贈
与
を
し
よ
う
と
す
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該
贈
与
の
日
の
前
日
ま
で
に
、
政
令
で

定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
贈
与
の
日
そ
の
他
の
財
務
省
令
で
定
め
る
事
項
を
記
載
し
た
書

類
を
、
納
税
地
の
所
轄
税
務
署
長
を
経
由
し
て
国
税
庁
長
官
に
提
出
し
た
と
き
は
、
当
該
贈
与

の
日
以
後
は
、
当
該
譲
受
法
人
は
当
該
特
定
贈
与
等
に
係
る
公
益
法
人
等
と
、
当
該
譲
受
法
人

が
そ
の
贈
与
を
受
け
た
資
産
は
当
該
特
定
贈
与
等
に
係
る
財
産
と
、
そ
れ
ぞ
れ
み
な
し
て
、
こ

の
条
の
規
定
を
適
用
す
る
。

11

第
五
項
後
段
の
規
定
は
第
六
項
か
ら
前
項
ま
で
の
規
定
を
適
用
す
る
場
合
に
つ
い
て
、
第
八

10

第
五
項
後
段
の
規
定
は
第
六
項
か
ら
前
項
ま
で
の
規
定
を
適
用
す
る
場
合
に
つ
い
て
、
第
八

項
後
段
の
規
定
は
第
九
項
の
特
定
一
般
法
人
及
び
前
項
の
譲
渡
法
人
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
準

項
後
段
の
規
定
は
前
項
の
特
定
一
般
法
人
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
準
用
す
る
。

用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
項
の
規
定
を
適
用
す
る
場
合
に
つ
い
て
準
用
す
る
第
五
項

後
段
中
「
当
該
公
益
目
的
事
業
の
用
」
と
あ
る
の
は
、
「
当
該
公
益
目
的
事
業
の
用
（
政
令
で

定
め
る
事
業
の
用
に
限
る
。
）
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

12

省

略

11

同

上

13

省

略

12

同

上
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省

略

13

同

上
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省

略

14

同

上

16

第
十
四
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
第
一
項
後
段
の
承
認
の
手
続
、
第
二
項
後
段
の
規
定
に

15

第
十
三
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
第
一
項
後
段
の
承
認
の
手
続
、
第
二
項
後
段
の
規
定
に

よ
り
あ
つ
た
も
の
と
み
な
さ
れ
る
贈
与
又
は
遺
贈
に
係
る
所
得
税
法
第
七
十
八
条
の
規
定
の
特

よ
り
あ
つ
た
も
の
と
み
な
さ
れ
る
贈
与
又
は
遺
贈
に
係
る
所
得
税
法
第
七
十
八
条
の
規
定
の
特

例
、
第
三
項
後
段
の
規
定
に
よ
り
贈
与
又
は
遺
贈
を
行
つ
た
個
人
と
み
な
さ
れ
る
公
益
法
人
等

例
、
第
三
項
後
段
の
規
定
に
よ
り
贈
与
又
は
遺
贈
を
行
つ
た
個
人
と
み
な
さ
れ
る
公
益
法
人
等

に
対
す
る
所
得
税
に
関
す
る
法
令
の
規
定
の
適
用
に
関
す
る
特
例
そ
の
他
第
一
項
か
ら
第
十
三

に
対
す
る
所
得
税
に
関
す
る
法
令
の
規
定
の
適
用
に
関
す
る
特
例
そ
の
他
第
一
項
か
ら
第
十
二

項
ま
で
の
規
定
の
適
用
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
政
令
で
定
め
る
。

項
ま
で
の
規
定
の
適
用
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
政
令
で
定
め
る
。




